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⑴　基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書の受理

　基礎控除、配偶者控除又は配偶者特別控除及び所得金額調整控除（注１）は、各人から提出された基礎控

除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書（以下これらの申告書を「基礎控除申告書等」

といいます。）に基づいて行うことになっていますから、基礎控除申告書等の用紙をあらかじめ各人に

配付しておき、年末調整を行う時までに提出を受けてください。

　　（注） １　子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除をいいます。以下同じです。
 ２ 　非居住者である配偶者に係る配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、配偶者控

除等申告書にその旨を記載した上で、その申告書に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付して給与の支
払者に提出をするか、又はその申告書の提出をする際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提示する必要
があります。

　 　なお、扶養控除等（異動）申告書を提出する際に、非居住者である配偶者に係る「親族関係書類」を提出又は
提示している場合には、「親族関係書類」の提出は不要です。

　 　また、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の詳細については、１３ページの「国外居住親族」をご確認ください。

３ 　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に掲載している基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額
調整控除申告書については、３様式の兼用様式となっています。

⑵　基礎控除申告書の内容の確認

　基礎控除申告書の内容の確認に当たっての注意事項は、次のとおりです。

　基礎控除とは

　基礎控除とは、所得者の合計所得金額（８ページ参照）が２,５００万円以下である場合に、その所得

者本人の所得金額の合計額から４８万円を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除する

というものです。

２－２　基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書の受理と内容の確認
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　　　ハ 　「送金関係書類」とは、次の書類で、所得者が本年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるた

めの支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
　　　①　金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族

に支払をしたことを明らかにする書類
　　　②　いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行

会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入
等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

　　ニ　「３８万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、所得者から国外居住親族各人への本年における支払金

額の合計額が３８万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

（※） 　「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」及び「３８万円送金書類」の詳細については、国税庁
ホームページに掲載している「令和５年１月からの国外居住親族に係る扶養控除等 Q ＆ A（源泉所得税関係）」
をご確認ください。

⑶　扶養控除等（異動）申告書と源泉徴収簿との照合

　扶養控除等（異動）申告書の内容について確認を終えた後、その申告書の内容が各人の源泉徴収簿の「扶

養控除等の申告・各種控除額」欄に正しく記入されているかどうかを確かめます。

　なお、扶養控除額などの計算は、この欄の記載に基づいて行うことになりますので、正確に記入して

おくことが必要です。

（注）　源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に掲載しているものですが、
以下の説明は、便宜上この源泉徴収簿の様式を用いて行うことにします。

　　　なお、源泉徴収簿の記載例については、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/
users/gensen/nencho/index.htm）に掲載している「源泉徴収簿を使用した年末調整の手順」をご確認ください。
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　【基礎控除額の計算の順序】

　基礎控除額は、基礎控除申告書で求めることができるようになっていますので、次の１～３の順

序により、正しい控除額で申告が行われているかどうかを確かめます。

１　所得者の合計所得金額の見積額の計算

　 　「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の⑴欄及び⑵欄を記載し、それらの

合計額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄に記載します。

２　所得者の合計所得金額の区分の判定及び控除額の記載

　 　上記１で計算した合計額を基に「控除額の計算」の表の「判定」欄の「９００万円以下（Ａ）」

から「２,４５０万円超２,５００万円以下」までの該当する□にチェックを付け、判定結果に対応する

控除額を「基礎控除の額」欄に記載します。

３　「区分Ⅰ」欄の記載

　 　上記２の判定結果が「９００万円以下（Ａ）」から「９５０万円超１,０００万円以下（Ｃ）」までに該

当する場合は、Ａ、Ｂ又はＣの判定結果を「区分Ⅰ」欄に記載します。

（注）　 「区分Ⅰ」欄は、配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額の計算において使用しますので、配偶者控除又は
配偶者特別控除の適用を受けない場合は、「区分Ⅰ」欄を記載する必要はありません。

⑶　配偶者控除等申告書の内容の確認

　配偶者控除等申告書の内容の確認に当たっての注意事項は、次のとおりです。

　配偶者控除とは

　配偶者控除とは、所得者（合計所得金額（８ページ参照）が１，０００万円以下の人に限ります。）

が控除対象配偶者を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から３８万円（配偶者が老

人控除対象配偶者の場合は、４８万円）を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除

するというものです。

　なお、配偶者の合計所得金額が４８万円を超えるときは、配偶者控除の適用は受けられません。

（注）１　配偶者特別控除の適用を受けている人は、配偶者控除の適用を受けることができません。
　　２　所得者本人の所得が給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が１，１９５万円（所得金額調整控除の適

用がある場合は１，２１０万円）を超えるときは、合計所得金額が１，０００万円を超えることとなります（次の「配
偶者特別控除とは」の場合も同様です。）。

※この申告書の提出を受けた給与の支払者（個人を除きます。）が記載してください。

○　年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は、「要件」欄の該当する項目にチェックを付け、その項目に応じて「☆扶養親族等」欄及び「★特別障害者」欄にその該当する者について記載してください（該当者が複数人いる場合は、いず
　 れか１名を記載することで差し支えありません。）。
 　　なお、「要件」欄の２以上の項目に該当する場合は、いずれか１つの要件について、チェックを付け記載をすることで差し支えありません。
○　年末調整における所得金額調整控除の額については給与の支払者が計算しますので、この申告書に所得金額調整控除の額を記載する欄はありません。

◆ 所得金額調整控除申告書 ◆　あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は、記載する必要はありません。

（裏面「３－２⑷」を参照）

 □ 扶養控除等申告書のとおり

あ な た と 左 記 の 者 の 住 所 又 は 居 所 が
異 な る 場 合 の 左 記 の 者 の 住 所 又 は 居 所

左 記 の 者 の
あなたとの続柄

左 記 の 者 の 合 計
所得金額（見積額）

円

年 月 日

☆
扶
養
親
族
等

（　フ　リ　ガ　ナ）
同一生計配偶者又は扶養親族の氏名

左 記 の 者 の 個 人 番 号 左 記 の 者 の 生 年 月 日
★
特
別
障
害
者

特別 障害 者に 該当 する 事実
 明・大・昭
 平・令

1万円

摘 要 配 偶 者 控 除 配　偶　者　特　別　控　除

11万円   9万円   7万円   6万円   4万円 2万円□ 2,450万円超〇 2,500万円以下 16万円 Ｃ 16万円

14万円 11万円   8万円

円
□ 950万円超○ 1,000万円以下

6万円 3万円
基 礎 控 除 の 額

円□ 2,400万円超○ 2,450万円以下 32万円 Ｂ

36万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円

4万円 2万円

配 偶 者 控除 の額

□ 900万円超○ 0,950万円以下 （Ｂ）

（左のA～Cを記載）

① 130万円超○

133万円以下
配偶者特別控除の額

□ 1,000万円超○ 2,400万円以下
区
分
Ⅰ

Ａ 48万円 38万円 38万円

100万円超○

105万円以下

105万円超○

110万円以下

110万円超○

115万円以下

115万円超○

120万円以下

120万円超○

125万円以下

125万円超○

130万円以下

②

○　控除額の計算 ○　控除額の計算

判
　
　
　
定

□ 900万円以下 （Ａ）

48万円
（Ｃ）

 95万円超○

100万円以下

区分Ⅰ 区 分 Ⅱ

③
④（上記「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額（(1)と(2)の合計額）」（＊印の金額））

円 13万円 13万円 12万円

32万円 26万円 26万円 24万円 21万円 18万円

配

偶

者

特

別

控

除
□ 95万円超133万円以下 （④）

あなたの本年中の合計所得金額の見積額
（(1)と(2)の合計額） 円

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額
（(1)と(2)の合計額）

＊

給 与 所 得 以 外
の所得の合計額

(裏面「４⑵」を参照）

円

□ 48万円超95万円以下

円 区分Ⅱ
（上の①～④を記載）

(2)
給 与 所 得 以 外
の所得の合計額

(裏面「４⑵」を参照）

円

(2)

48万円以下かつ年齢70歳未満 （②）
円

(裏面「４⑴」を参照）

判
　
　
　
定

□ （①）

（③）

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆　　　

○　あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算 ○　配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算

円

(1) 給 与 所 得

配
偶
者
控
除

(1) 給 与 所 得

円

(裏面「４⑴」を参照）

所 得 の 種 類 収 入 金 額 所 得 金 額 所 得 の 種 類 収 入 金 額 所 得 金 額

円

□

日

税務署長

～記載に当たってのご注意～ ◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆　　　
◎
　
こ
の
申
告
書
の
記
載
に
当
た

�
て
は

�
裏
面
の
説
明
を
お
読
み
く
だ
さ
い

�

○　「控除額の計算」の表の「区分Ⅰ」欄については、「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄を参照してください。

あ な た と 配 偶 者 の 住 所 又 は 居 所 が
異 な る 場 合 の 配 偶 者 の 住 所 又 は 居 所

非 居 住 者
で あ る 配 偶 者

生 計 を 一 に す る 事 実

○　「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄が(A)～(C)に該当しない場合や「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」欄が①～④に該当しない場合は、配偶者控除及び
　配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

（　フ　リ　ガ　ナ　）
配　偶　者　の　氏　名

配 偶 者 の 個 人 番 号 配 偶 者 の 生 年 月 日

　明・大
　昭・平

年

48万円以下かつ年齢70歳以上
（昭27.1.1以前生）
《老人控除対象配偶者に該当》

月

令和３年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
所轄税務署長 給 与 の 支 払 者 の

名 称 ( 氏 名 ) ( フ リ ガ ナ )
あ な た の 氏 名給 与 の 支 払 者 の

法 人 番 号

給 与 の 支 払 者 の
所 在 地 ( 住 所 )

あ な た の 住 所
又 は 居 所

基・配・所

※ 左の｢控除額の計算｣の表

を参考に記載してください。
※ 左の｢控除額の計算｣の表を

参考に記載してください。

（注）「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下（給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下）の人をいいます。

◎ 「基礎控除申告書」と「配偶者控除等申告書」については、次の場合に応じて記載してください。
１ あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合
計所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告
書」の順に記載してください。
２ 上記１以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合
は、「基礎控除申告書」のみ記載してください（「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありま
せん。）。

◎ 「所得金額調整控除申告書」については、年末調整において所得金額調整控除の適用を受け
ようとする場合に記載してください。なお、あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入
金額が850万円以下である場合又は「所得金額調整控除申告書」の「要件」欄の各項目のいずれ
にも該当しない場合には、所得金額調整控除の適用を受けることはできません。

記載のしかたはこちら

□ 扶養親族が年齢23歳未満（平11.1.2以後生）

□ 扶養親族が特別障害者

□ 同一生計配偶者
（注）

が特別障害者

□ あなた自身が特別障害者

要

件

（右の★欄のみを記載）

（右の☆欄及び★欄を記載）

（右の☆欄及び★欄を記載）

（右の☆欄のみを記載）

1

2

3
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　　３　配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１０３万円を超えるとき、また、配偶
者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢６５歳以上の人に
ついては１５８万円を超えるとき、年齢６５歳未満の人については１０８万円を超えるときは配偶者控除の適用は
受けられません。

　〔注意事項〕

１　ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者等は含まれ

ません（次の「配偶者特別控除とは」の場合も同様です。）。

２　控除対象配偶者とは、同一生計配偶者（所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者

等を除きます。）で、合計所得金額が４８万円以下の人をいいます。）のうち、合計所得金額が

１，０００万円以下である所得者の配偶者をいいます。

３　老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢７０歳以上の人（昭和２9年１月１日以

前に生まれた人）をいいます。

４　年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の配偶者控除又は配偶者特別控除の

対象となる配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか１人に限られます（次の「配

偶者特別控除とは」の場合も同様です。）。

　配偶者特別控除とは

　配偶者特別控除とは、所得者（合計所得金額（８ページ参照）が１,０００万円以下の人に限ります。）

が生計を一にする配偶者（合計所得金額が１３３万円以下の人に限ります。）で控除対象配偶者に該

当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から３８万円を限度として、所得

者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。

　なお、配偶者の合計所得金額が４８万円以下であるとき又は１３３万円を超えるときは、配偶者特

別控除の適用は受けられません。

（注）１　配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
　　２　配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１０３万円以下のとき又は２０１万６千円

以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収
入金額が年齢６５歳以上の人については１５８万円以下のとき又は２４３万円を超えるとき、年齢６５歳未満の人に
ついては１０８万円以下のとき又は２１４万円を超えるときは、配偶者特別控除の適用は受けられません。

　〔注意事項〕

　夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の

配偶者は、この控除の適用は受けられません。

【配偶者控除額及び配偶者特別控除額の計算の順序】

　配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、配偶者控除等申告書で求めることができるようになって

いますので、次の１～５の順序により、正しい控除額で申告が行われているかどうかを確かめます。
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１　所得者の合計所得金額の見積額の計算

　　基礎控除申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄及び「区

分Ⅰ」欄を記載します（記載に当たっては、１５ページの【基礎控除額の計算の順序】１～３を

参照してください。）。

２　配偶者の合計所得金額の見積額の計算（＊）

　　「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の⑴欄及び⑵欄を記載し、それらの

合計額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄に記載します。

３　配偶者の合計所得金額の区分の判定及び「区分Ⅱ」欄の記載

　　上記２で計算した合計額及び「配偶者の生年月日」欄を基に「判定」欄の「４８万円以下かつ

年齢７０歳以上（昭２９．１．１以前生）」から「９５万円超１３３万円以下」までの該当する□にチェッ

クを付け、①、②、③又は④の判定結果を「区分Ⅱ」欄に記載します。

４　「控除額の計算」の表に、上記１の判定による区分（Ａ～Ｃ）及び上記３の判定による区分（①

～④）を当てはめ、配偶者控除額又は配偶者特別控除額を求めます。

５　上記４により求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を「配偶者控除の額」欄又は「配偶

者特別控除の額」欄に記載します。
（注）　区分Ⅱが①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に該当する控除額を記載し、区分Ⅱが③又は④の場

合は「配偶者特別控除の額」欄に該当する控除額を記載します。

　
⑷　所得金額調整控除申告書の内容の確認

　所得金額調整控除申告書の内容の確認に当たっての注意事項は、次のとおりです。

　所得金額調整控除とは

　所得金額調整控除とは、所得者（その年中の給与の収入金額が８５０万円を超える人に限ります。）

が、特別障害者に該当する場合又は年齢２３歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者

若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合に、その所得者本人の給与所得の金額から１５万

円を限度として、給与の収入金額（その給与の収入金額が１,０００万円を超える場合には、１,０００万円）

から８５０万円を控除した金額の１００分の１０に相当する金額を給与所得の金額から控除するというも

のです。

　〔注意事項〕

１　年末調整において、所得金額調整控除の適用を受けようとする場合における「給与の収入金

額」が８５０万円を超えるかどうかの判定は、主たる給与の支払者（扶養控除等（異動）申告書

　の提出先）から受ける給与などの年末調整の対象となる給与（注１）の総額が８５０万円を超えるか

どうかにより行います（注２）。

（注） １　年末調整の対象となる給与については３２ページを参照してください。
 ２ 　給与の支払を受ける人が基礎控除申告書や配偶者控除等申告書の作成に当たって行う「本年中の合

計所得金額の見積額」の計算において、給与の支払を受ける人が２か所以上から給与の支払を受けて
いる場合には、その給与の全部を基にその計算を行う必要があります。

２　例えば、同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が８５０万

円を超える人に該当し、年齢２３歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合には、扶

養控除とは異なり、その夫婦の両方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。

⑸　基礎控除額及び配偶者控除額又は配偶者特別控除額等の源泉徴収簿への記入

　基礎控除申告書及び配偶者控除等申告書の内容について確認を終えた後、それらの申告書の記載に基

づいて、基礎控除の額及び配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額を各人の源泉徴収簿の「基礎控除 
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２－３　保険料控除申告書の受理と内容の確認

⑴　保険料控除申告書の受理

　年末調整の際には、生命保険料控除や地震保険料控除などの控除を行います。これらの控除は、各人

から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」（以下「保険料控除申告書」といいます。）に基づい

て行うことになっていますから、この申告書の用紙をあらかじめ各人に配付しておき、年末調整を行う

時までに提出を受けてください。

⑵　保険料控除額の確認

　控除の対象となる生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金について、次のよう

な点に注意して控除額を確認し、正しく控除を行ってください。

◉　生命保険料控除

　生命保険料とは

⑴ 　生命保険料控除の対象となる生命保険料は、一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険

料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。また、その保険料は「一般の生命保険料」、

「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分されます。
　　また、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に係る保険料は新生命保険料・介護医療

保険料・新個人年金保険料に区分され、平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等に係る保

険料は旧生命保険料・旧個人年金保険料に区分されます。

　　生命保険料控除の対象となる保険契約等の詳細については、国税庁ホームページ（https://

www.nta.go.jp）をご確認ください。

（注）　その支払った保険料や掛金が生命保険料控除の対象とされるためには、保険金、共済金その他の給付金
の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族（個人年金保険料については親族を除きます。）
となっていることが必要です。

⑵　支払った保険料や掛金の金額については、その保険料の区分ごとにそれぞれ合計額を計算し

ます。

　　新生命保険料を旧生命保険料に含めることや新個人年金保険料を介護医療保険料に含めるこ

となど、支払った保険料の区分を他の区分に振り替えることはできません。

⑶　生命保険契約等に基づき剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けているときは、新生命保険料、

旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料又は旧個人年金保険料の金額の各合計額か

らそれぞれの保険料の区分に対応する剰余金や割戻金の金額の合計額を差し引いた残額が控除

の対象となります。

　 〔注意事項〕

１　保険金又は年金の受取人は、所得者本人又は所得者の配偶者や親族（個人年金保険料につい

ては親族を除きます。）だけであるかどうか。

２　本人自身が支払ったものであるかどうか。

　　なお、給与の支払者が負担した保険料の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身

額⑲」欄及び「配偶者（特別）控除額⑰」欄にそれぞれ記入します。また、「配偶者の本年中の合計所

得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄に記載されている金額を源泉徴収簿の「配偶者の合計所得金額」

欄に記入します（４２ページの記入例参照）。

　なお、所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除額を各人の源泉徴収簿の「所得金額

調整控除額⑩」欄で計算します（所得金額調整控除額は、年末調整の対象となる給与の総額を計算した

後に計算しますので、源泉徴収簿に所得金額調整控除の適用がある旨を記載しておくと便利です。）。


